
職場におけるハラスメントは働く人の心を傷つけ、職場環境の悪化を招き、人
材流出につながるなど、企業にとって深刻な悪影響を与えています。

なかでも、カスタマーハラスメントへの社会的な関心が高まっており、令和8
年中にカスタマーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置が事業者に義
務付けられることから、事業者の対応は喫緊の課題となっております。

佐賀県では「カスハラストップを目指すプロジェクト」として、カスタマーハ
ラスメント対策の必要性や事例について、分かりやすくお伝えするセミナーを下
記のとおり実施します。参加希望の方は裏面の申込書によりお申込みください。

日 時

会 場

2026年2月12日(木) 14:00～15:30
15:30～ 個別相談

公益社団法人佐賀県トラック協会 ２階会議室
〒849-0921 佐賀市高木瀬西三丁目1番20号

講 師

申込フォーム

Mail、FAXでお申し込みの方は裏面をご利用ください。

主催：

社会保険労務士 秋吉 成也 氏

運送事業者向け
カスタマーハラスメント対策セミナー

・法改正による企業のカスタマーハラスメント対策の義務化について
・企業におけるカスタマーハラスメント対策の必要性について

https://forms.gle/bhGmc1Y9fZcnd1JF8
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組合員の皆様へ
佐賀県貨物自動車事業協同組合

教育情報委員⾧ 鳥 屋 正 人

お問合せ：佐賀県貨物自動車事業協同組合 井上
TEL:0952-24-2227 メール:inoue@sagakakyo.jp



Fax  ： 0952-26-4107
mail： info@sr-saga.com

受託事業者：佐賀県社会保険労務士会
TEL 0952-26-3946

会社名 

部署・役職

お名前

部署・役職

お名前

個別相談

申 込 書

希望する       希望しない

氏名

氏名

TEL

ご住所
〒

お問い合わせ先

運送事業者向け
カスタマーハラスメント対策セミナー

・法改正による企業のカスタマーハラスメント対策の義務化について
・企業におけるカスタマーハラスメント対策の必要性について


